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大津市小規模事業者応援給付金の補正予算について 

 

 現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況や市内事業者の業況悪化を鑑み、小規模事業者

応援給付金については、市内小規模事業者のセーフティネットに資する制度として受付期間

を８月末から１２月末まで延長するとともに、必要な予算措置を求めるもの。（対象者及び

条件は現行どおり） 

 

１ 現状（８月１３日現在） 

  ①市内の小規模企業者数 推計約１０，０００社 

  ②受付件数      ３，９０６件 

    給付金額３０万円 ２，４０３件（６１．５％） 

    給付金額２０万円 １，１６７件（２９．９％） 

    その他        ３３６件（ ８．６％） 

  ③給付金額 １，０１５，０５８千円 

 

２ ８月末時点での見込  

  ①受付件数      ４，５０６件 

   ８月末までの今後の受付件数見込 １日あたり平均 50 件×12日＝600 件 

  ②給付金額 １，１７１，０５８千円（現計予算に対する不足額 ２５８，５５８千円） 

   ８月末までの今後の給付金額見込 １件あたり平均 26 万円×600 件＝156,000 千円 

 

３ 受付期間を延長した場合の見込み 

 ①現在の想定対象者       約５０％（セーフティネット保証認定の状況より推定） 

 ②今後の想定対象者の増加見込  約１０％（新型コロナウイルス感染症の中小・小規模企業影響 

                      調査[中小機構]より推定） 

 

４ １２月末日まで延長した場合の件数及び給付金額の想定 

 ①最終申請件数の予想  ６，０００件 

  ・市内小規模事業者数推計１０，０００×６０％＝６，０００件 

 ②最終給付金額の予想 １，５６０，０００千円 

  ・２６０千円（現在の平均給付額）×６，０００事業者＝１，５６０，０００千円 

 

５ 補正予算額について 

   見込額１，５６０，０００千円－現計予算額９１２，５００千円＝６４７，５００千円 

   ※８月末終了の場合との差額 ６４７，５００千円―２５８，５５８千円≒３８９，０００千円 

 

６ 差額給付について 

 ・現時点で２０万円の給付者１，１６７件（全体の２９．９％）とその他の給付者（３か月の合計売 

  上金額の減少額が３０万円に満たない給付者）３３６件（全体の８．６％）は、８月末日で申請期 

  間が終了することを前提に申請がされているため、１２月まで受付期間を延長するのであれば、９ 

  月以降の月を直近１か月として計算した場合に、既給付額を超える申請が可能な事業者に対する差 

  額給付の対応が必要になる。（１，１６７件＋３３６件≒１，５０３件） 

   ・対象者を抽出 

   ・差額給付の申請様式を別途作成して個別案内にて対応していく予定 


